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2023 年 6 月 6 日 

 

 

 

日頃より連合運動に対し、ご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。  

さて、2023 春季生活闘争につきまして、長崎県内の賃上げに関する第 3回目の集計を行いま

したので、結果を報告いたします。 

 ※今回の報告分が公表するものとしては最終とさせていただきます。 

 

≪問い合わせ先≫ 

連合長崎 副事務局長 種村和久  電話 095（826）8905 

平均賃金方式で回答を引き出した 4,475 組合の「定昇相当込み賃上げ計」は加重平均で 

10,807 円・3.66％（昨年同時期比 4,758 円増・1.57 ポイント増）、うち 300 人未満の中

小組合 3,144 組合は 8,328 円・3.36％（同 3,471 円増・1.39 ポイント増）となった。5 

月末時点の結果としてはいずれも、比較可能な 2013 闘争以降で最も高く、依然「賃上げの

流れ」はしっかり引き継がれている。 

賃上げ分が明確に分かる 2,919 組合の「賃上げ分」は 6,029 円・2.14％、うち中小組合 

1,808 組合は 5,050 円・1.98％となり、依然高い水準を保っている。 

 

要求を出した組合 108 組合中（うち地場組合 67 組合）、妥結した組合が 104 組合（うち

地場組合 62 組合）となっており、連合長崎の賃上げ額・率は 10,603 円・3.66％（昨年同

期比＋3,415 円）と第 2 回目の集計を超え、連合長崎結成直後（1990 年～93 年）の水準に

迫る結果となっている。また、地場中小組合の賃上げ額・率は 6,814 円・3.18％（昨年同時

期比＋3,472 円）と物価上昇や人材確保といった「人への投資」の観点から、大手の賃上げ

の流れが引き継がれていると受け止める。 

 

定期昇給も含めた額ではあるが、妥結した組合 104 組合中の 9割を超える 98 組合で昨年

を超える賃上げを獲得できている。また、地場組合でも 1万円以上を獲得した組合が 15 組

合、中には満額回答、要求額を超える賃上げを獲得できた組合もあり、最高額は 27,000 円

に達している。 

 

30 年ぶりと言われる賃上げとなったが、実質賃金はマイナスという状況が続いており、

賃上げにより余裕が生まれたという生活実感はない。しかも、この結果は労働組合に組織さ

れた労働者に過ぎず、人口減少という大きな課題を抱えた本県においては、県民所得を引き

上げ、消費を拡大する経済の好循環が必須である。今後の最低賃金の大幅な引き上げや来年

も引き続き賃上げを獲得出来るかが課題として残る。その実現に向けて、中小企業の多い本

県にとしては、賃上げ可能な環境づくりが不可欠であり、県、経営者団体などとの連携を強

化し、政策制度要求を通じて引き続き環境整備に取り組んでいく。 
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※2023 回答と 2022 回答は、集計組合が異なるため、単純比較はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2023 回答と 2022 回答は、集計組合が異なるため、単純比較はできません。 

 

 
※2023 回答と 2022 回答は、集計組合が異なるため、単純比較はできません。 

 

【※ご注意：今回の集計結果の組合員数について】 
 第 1回、第 2回の組合員数については、構成組織からの報告を基に組合員数を速報値と用いて

おり、交渉主体が全国規模の企業（組合）によっては全国の組合員数で公表していました。その結

果、組合員数が過大となり連合長崎の組織人員との乖離が生じていました。今回（第 3 回）の集計

においては、最終の公表分となる事から全国規模の構成組域においては、連合長崎における対象組

合員数に修正した上で、再計算したデータを公表しています。 

 

以上 
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※2023 年以外は最終集計の数値 

 

 


